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茅ヶ崎市自立支援協議会 報告書 

 

件   名 令和５年度 第３回 未就学児の相談のしくみ部会定例会 

日   時 令和６年３月４日（月） １５時３０分～１７時００分 

場   所 つつじ学園 

事 務 局 相談支援センターつみき 

出 席 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝部会員＝ 

□青木 祐二  (つつじ学園：児童発達支援センター)※部会長 

□宮本 亮  （うーたん：児童発達支援センター） 

□吉岡 真紀  (うーたん：茅ヶ崎市相談支援事業所連絡会） 

□塚田 かれん（こども育成相談課：こどもセンター） 

■久布白 直美（こども育成相談課：こども健康担当） 

□大木 真希 （こども育成課：家庭児童相談室） 

■小林 彩美 （障がい福祉課） 

＝サポートメンバー＝ 

□片山 志麿 （茅ヶ崎市立病院：患者支援センター） 

□小川 美佳  （浜須賀保育園） 

■井沢 先生 （浜須賀保育園） 

■府川 雅子 （茅ヶ崎駅北口子育て支援センター） 

■保護者 

＝部会事務局＝ 

■譲原 充司 （相談支援センターつみき） 

□檜物 加奈子（相談支援センターつみき） 

＝オブザーバー＝ 

■小清水 茜 （障がい福祉課：協議会全体事務局） 

■池元 佑輔 （障がい福祉課：協議会全体事務局） 

■瀬川 直人 （基幹相談支援センターNalu） 

          ■ 出席 □欠席  

議 題 １ 前回報告書の内容の訂正について 

２ 保護者向けフローチャートの一部修正と配付時期について 

３ 保護者向けフローチャートの配布場所等について 

４ フローチャートについての今後の取り組みについて  

５ こども家庭センターについて 

６ 来年度の自立支援協議会児童系部会について 

検 討 内 容 

  

 

１ 前回報告書の内容の訂正について 

   前回報告書の中で、こども育成相談課で行う産後ケア事業の中に 

家事支援も含まれるとの記載があったが、家事支援は産後ケア事業 
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とは別事業として令和６年度に実施予定。実施開始時期は未定。産

前産後に家事支援が受けられる事業。 

 

２ 保護者向けフローチャートの一部修正と配付時期について 

   令和６年４月より、こども育成相談課のこども健康担当と家庭児 

童相談室が一体的な組織となり、名称も「こども家庭センター」と 

なるので、その部分について修正。配布開始は新組織が始まる４月 

以降とする。 

 

３ 保護者向けフローチャートの配布場所等について 

   ※別紙参照 

 

４ フローチャートについての今後の取り組みについて 

  ・部会員、サポートメンバーそれぞれが関わりのある配付場所等一 

覧の機関等に配布や掲示に向けた確認や調整を行い、４月から配

布等を開始できるようにする。 

  ・こどもセンターとこども家庭センターの名称が似ていることで、

こどもセンターの名称変更などが今後近い時期にあるかどうかを

こどもセンターに確認し、変更が無ければ予定通り４月から配布

等を開始する。 

 

５ こども家庭センターについて 

   令和６年からスタートする。こども育成相談課のこども健康担当 

と家庭児童相談室が一体的な組織となり、母子保健と虐待防止等の 

取り組みを連携して行えるようにしていくことも目的の一つとなっ 

ている。名称はこども家庭センターとなるが、これまでの母子保健、 

家児相それぞれの内容の連絡先や担当職員は変わらない。 

 

６ 来年度の自立支援協議会児童系部会について 

   １月の代表者会議に提出した就学後の相談のしくみ部会の資料を

共有した。 

 

 

 


